
 

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（案）」 

（概要） 

 

前文 

マンションは都市部を中心に重要な居住形態となっている一方、その維持

管理には多くの課題があることを踏まえ、管理組合がマンションを適正に管

理するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえて、管理適正化の推

進のための施策を講じることが必要であることを記載。 

 

一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項 

管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者等の

関係者について、それぞれの役割を記載するとともに、相互に連携してマンシ

ョンの管理適正化の推進に取り組む必要があることを記載。 

 

二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項 

地方公共団体は、国の目標を参考にしつつ、区域内のマンションの状況を把

握し、実情に応じた適切な目標を設定することが望ましいことを記載。 

 

 三 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針

（マンション管理適正化指針）に関する事項 

マンションの管理の適正化のために管理組合及び区分所有者等が留意すべ

き事項等を記載するとともに、地方公共団体が助言、指導等を行う場合の判断

基準の目安及び管理計画の認定基準をそれぞれ別紙１及び別紙２に記載。 

    

 四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において

当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の

合意形成の促進に関する事項 

建設後相当の期間が経過したマンションについて、修繕等のほか、要除却認

定に係る容積率特例等を活用した建替等を含め、どのような措置をとるべき

かを区分所有者と調整して合意形成を図ることが重要であることを記載。 

 

 五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項 

国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士

等は、相互に連携し、ネットワークを整備するとともに、管理組合等に対する

必要な情報提供及び相談体制の構築等を行う必要があることを記載。 

  

 六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 

地方公共団体においては、地域の実情を踏まえた上で関係団体等と連携し

つつマンション管理適正化推進計画を策定することが望ましいことを記載し、

同計画策定にあたって留意すべき事項を記載。 

    

七 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項 

   その他、マンション管理士制度の一層の普及促進や管理計画認定制度の適

切な運用等のマンションの管理の適正化の推進に関する重要事項を記載。 
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マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（案）（抜粋） 

 

六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項 

マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在

するが、中でも大都市圏への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理

上の課題が顕在化しているものも多い。また、大都市以外でも、都市近郊の観

光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリゾートマンションを多く有

する地域もある。 

地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえ

つつ、法及び本基本方針に基づき、住生活基本計画（都道府県計画）（市町村

にあっては住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月 19 日閣議決定）第４

（４）に基づく市町村計画を含む。）と調和を図るほか、マンションの管理の

適正化の推進に関する施策の担当部局と福祉関連部局、防災関連部局、まちづ

くり関連部局、空き家対策関連部局、地方住宅供給公社等と連携し、マンショ

ン管理適正化推進計画を策定することが望ましい。 

 

１ マンションの管理の適正化に関する目標 

区域内のマンションの状況に応じ、二十五年以上の長期修繕計画に基づ

く修繕積立金額を設定している管理組合の割合等、明確な目標を設定し、そ

の進捗を踏まえ、施策に反映させていくことが望ましい。 

 

２ マンションの管理の状況を把握するために講ずる措置に関する事項 

マンションの管理の適正化の推進を図るためには、大規模団地や長屋型

のマンション等も含めた区域内のマンションストックの状況を把握した上

で、マンションの管理の実態について把握することが重要であり、登記情報

等に基づくマンションの所在地の把握、管理組合へのアンケート調査等の

実態調査、条例による届出制度の実施等、地域の状況に応じた措置を位置づ

けることが考えられる。 

なお、マンションの管理の実態の把握については、規模や築年数等に応じ、

対象を絞って行うことも考えられる。 

 

３ マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項 

地域の実情に応じてニーズを踏まえつつ、適切な施策を行っていくこと

が重要であり、管理組合向けのセミナーの開催、相談窓口の設置、マンショ

ン管理士等の専門家の派遣、長期修繕計画の作成等に必要な取組に対する

財政支援等を位置づけることが考えられる。 

また、きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精

通したマンション管理士等の専門家、マンション管理業者等の事業者、管理



組合の代表者等で協議会を設置することも考えられる。 

このほか、必要に応じ、地方住宅供給公社によるマンションの修繕その他

の管理に関する事業を定めることが考えられる。 

 

４ 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針（都道府県等マ

ンション管理適正化指針）に関する事項 

法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、

都道府県等マンション管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管

理するよう努めることとなるほか、都道府県等マンション管理適正化指針

は、法第五条の二に基づく助言、指導等の基準や、法第五条の四に基づく管

理計画の認定の基準ともなり得るものである。 

マンション管理適正化指針と同様のものとすることも差し支えないが、

必要に応じ、例えば、浸水が想定される区域においては適切な防災対策を講

じていることなど地域の実情を踏まえたマンションの管理に求められる観

点や水準を定めることが望ましい。 

 

５ マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

マンションの管理の適正化の推進を図るためには、必要な情報提供、技術

的支援等が不可欠であることから、マンション管理適正化推進センターや

マンション管理士会と連携したセミナーの開催、相談窓口の設置、専門家の

派遣や、これらの取組を広く周知することを位置づけることなどが考えら

れる。 

 

６ 計画期間 

地域のマンションの築年数の推移、人口動態等の将来予測を踏まえて、適

切な計画期間を設定することが望ましいが、例えば、住生活基本計画（都道

府県計画）が、計画期間を十年とし、五年毎に見直しを行っている場合には

これと整合を図ることなどが考えられる。 

 

７ その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項 

管理計画認定制度の運用にあたって、例えば、法第五条の十三に基づく指

定認定事務支援法人を活用する場合にはその旨等を定めることが考えられ

る。 

このほか、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置づけ

ることが望ましい。 


